
号

1 制限付き一般競争入札に付す工事

（1）

（2） 8改第17　那智が丘ポンプ場耐震補強工事（その2）

（3） 名取市　那智が丘一丁目　地内

（4）

（5） 円

（6）

（7）

（8）

（9） ① 名取市契約規則による

②

③ 有（４０％以内）

④ 出来高部分払　　無（－回）　　完成払

（10） 制限付き一般競争入札（事後審査型）

2 入札参加資格

（1） 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（2） 名取市競争入札参加資格者で、次の事項に全て該当すること。

①

②

③

④

⑤

予 定 価 格 33,740,000 （消費税及び地方消費税を除いた額）

名取市公告第 57

入　　 　　札　　　　公　　　　告

制 限 付 き 一 般 競 争 入 札 を 執 行 す る の で 、 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 167 条 の ６

の規定により、次のとおり公告する。

令和8年6月29日

名取市長　　山田　司郎

工 事 番 号 第36号

工 事 名

工 事 場 所

工 期 契 約 締 結の 翌日 か ら 令和9年3月31日

入 札 担 当 課 名 取 市 水道事業所

工 事 担 当 課 名 取 市 水道事業所

工 事 概 要

契 約 条 件

契 約 保 証 金 契約金額の１０％の額

受水池耐震補強　N=1池

前 払 金

支 払 方 法

入 札 方 法

当 該 対 象 工 事 に 対 応 す る 工 事 種 類 に つ い て 、 令 和 ７ ・ ８ 年 度 名 取 市 競 争 入 札 参

加資格者名簿に登載されている者であること。

名 取 市 登 録 業 者 に 対 す る 指 名 停 止 基 準 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 名 停 止 の 期 間

中でない者であること。
当 該 対 象 工 事 に 建 設 業 法 （ 昭 和 24 年 法 律 第 100 号 ） 第 26 条 に よ る 主 任 技

建 設 業 法 第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 水 道 施 設 工 事 の 特 定 建 設 業 者 で 、 宮 城 県 内 に 同 条

建 設 業 法 第 27 条 の 23 に 規 定 す る 経 営 事 項 審 査 の 水 道 施 設 工 事 の 総 合 評 定 値

（Ｐ）が550点以上であること。

術者等必要かつ適正な人員を配置することができる者であること。

第１項に規定する営業所を有する者であること。



（3）

する者の行為とみなす。

①

は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。

②

者」という。）の威力を利用するなどしていると認められるとき。

③

し、又は関与していると認められるとき。

④

有していると認められるとき。

⑤

取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。

3 入札参加申請

提出は不要とする。

（1） 名取市水道事業所浄水係（高舘浄水場内）

（2）

５(３)、10(３)において同様とする。）

4 設計図書の閲覧及び貸出

（1）

（2） 名取市役所　高舘浄水場（名取市高舘川上字来光２７）

（3） 設計図書等の貸出は、半日を限度とする。

5 設計図書に関する質問等

（1）

印のない場合は無効とする。なお、質問が無い場合は、連絡不要。

（2） 水道事業所浄水係

（3）

高舘浄水場において閲覧に供する。

とする。

名取市入札契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成20年10月29日名取市告示第121号）別表各

号に規定する次のいずれかに該当するときは、入札に参加することはできない。なお、入札に参加し

よ う と す る 者 の 使 用 人 が 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 の 業 務 と し て 行 っ た 行 為 は 、 入 札 に 参 加 し よ う と

入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 の 役 員 等 （ 法 人 の 場 合 は 、 非 常 勤 を 含 む 役 員 及 び 支 配 人 並 び に

支 店 又 は 営 業 所 の 代 表 者 、 そ の 他 の 団 体 の 場 合 は 、 法 人 の 役 員 等 と 同 様 の 責 任 を 有 す る 代 表

者 及 び 理 事 等 、 個 人 の 場 合 は 、 そ の 者 並 び に 支 配 人 及 び 営 業 所 の 代 表 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

が 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 77 号 。 以 下 「 暴 対 法 」

と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ） で あ る 場 合 、 又

入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 又 は そ の 役 員 等 が 、 自 社 、 自 己 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を

図 り 、 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 対 法 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 （ 以

下 「 暴 力 団 」 と い う 。 ） 、 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 、 暴 力 団 員 に 協 力 し 、 関 与 す る 等 こ れ と 関 わ

り を 持 つ 者 と し て 、 警 察 か ら 通 報 が あ っ た 者 若 し く は 警 察 が 確 認 し た 者 （ 以 下 「 暴 力 団 関 係

入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 又 は そ の 役 員 等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 若 し く は 暴 力 団 関 係 者 （ 以

下 「 暴 力 団 等 」 と い う 。 ） 又 は 暴 力 団 等 が 経 営 若 し く は 運 営 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 法

人 等 に 対 し て 、 資 金 等 を 提 供 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 運 営 に 協 力

入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 又 は そ の 役 員 等 が 、 暴 力 団 等 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を

入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 又 は そ の 役 員 等 が 、 暴 力 団 等 で あ る こ と を 知 り な が ら 、 こ れ と

入 札 参 加 希 望 者 は 、 制 限 付 き 一 般 競 争 入 札 参 加 申 請 書 （ 正 副 ２ 部 、 内 １ 部 は 受 付 印 押 印 後 返 却 ）

を 持 参 に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 事 後 審 査 型 の 場 合 は 、 確 認 書 類 等 の 申 請 時 の 同 時

提 出 先

提出期間 令和８年６月２９日（月） から 令和８年７月６日（月） まで

※ た だ し 、 名 取 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 名 取 市 条 例 第 16 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る

市 の 休 日 を 除 き 、 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 ０ ０ 分 ま で と す る 。 （ 以 下 、 ４ ( １ ) 、 ５ ( １ ) 、

閲覧期間 令和８年６月２９日（月） から 令和８年７月１０日（金）  まで

閲覧場所

貸 出

貸出については、午前（8時30分～正午）、午後（1時～５時）の半日を単位とし、午前に貸出

したものは当日正午まで、午後に貸出したものは当日午後５時までに返却するものとする。

受付期間 令和８年６月２９日（月） から 令和８年７月３日（金）  午前11時まで

＊ 質問は 指定 の用 紙で 社印 を押 印し 、名 取市 役所 高舘 浄水 場ま で持 参の こと 。社

受付場所

質問回答 令和８年７月８日（水） 午後1時から 令和８年７月１０日（金）  まで

＊ 入 札 参 加 者 は 、 全 て の 質 問 内 容 を 把 握 し、 その 内容 が入 札条 件に 含ま れる もの



6 入札執行の日時及び場所等

（1）

（2） 名取市役所 ５階会議室

＊　受付印の押印された制限付き一般競争入札参加申請書を持参すること。

（3）

札書に記載すること。

（4）

１回とし、再度の入札及び不落随契の協議は行わない。

（5）

（6） 郵送及び電報による入札は、認めない。

（7） 入札保証金は、免除する。

（8）

る場合は原則無効とする。

7 最低制限価格の適用

8 入札の取り止め

と判断する場合には、当該制限付き一般競争入札を取り止めることがある。

9 入札の無効

した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者又は落札候補者としていた場合には、落札決定を取り消す。

10 入札参加資格の確認・落札者の決定方法

（1）

（2） 確認書類の提出

該落札候補者の行った入札は無効とする。

① 　一般競争入札参加資格確認申請書

② 　配置予定の技術者に関する調書

者証（表裏両面）・監理技術者講習修了証・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等（雇用関係が

確認できるもの）各写し

③

もの）

④ 　建設業の許可書の写し又は許可証明書

本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反

落札者の決定方法については、開札後、落札決定を保留し、入札を行った者のうち 、予 定価 格と

最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札候補者とし、入札参加資格の有無を

審査し、入札参加資格を有していると認められた場合には、その者を落札者として決定するものとする。

日 時 令和８年７月１３日（月） 午前１０時１０分

場 所

落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100 分 の 10 に 相 当 す る 額 を 加

算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 参 加 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業

者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額 の 110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入

名取市建設工事請負契約に係る予定価格事前公表試行取扱要綱第５条の規定により、入札回数は

予定価格を上回る入札をした者は、無効とする。

入 札 参 加 者 は 、 公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 12 年 法 律 第 127

号 ） 第 12 条 に 規 定 す る 入 札 金 額 の 内 訳 を 記 載 し た 書 類 を 持 参 し 、 最 初 の 入 札 時 に 、 入 札 執 行 者

の 指 示 に よ り 提 出 す る こ と と し 、 書 類 の 提 出 の な い 入 札 は 無 効 と す る 。 ま た 、 書 類 に 不 備 の あ

落札候補者は、以下に示す確認書類を入札日の翌日（当該日が市の 休日 の場 合は 、そ の翌 日）

ま で に 、 高 舘 浄 水 場 ま で 持 参 す る こ と と し 、 提 出 期 限 内 に 確 認 書 類 が 提 出 さ れ な い と き は 、 当

＊ 添 付 書 類 ： 主 任 （ 監 理 ） 技 術 者 及 び 営 業 所 専 任 技 術 者 の 、 合 格 証 明 書 ・ 監 理 技 術 者 資 格

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書又は経営事項審査結果通知書の写し（直近の

設定する。

本 公 告 に 示 し た 入 札 参 加 申 請 者 の 数 が ２ に 満 た な い 場 合 、 ま た は 、 十 分 な 競 争 性 を 確 保 し 得 な い



（3） 入札参加資格の審査及び落札者の決定

① 　入札参加資格の審査は、名取市競争入札実施要綱第７条の規定により審査する。

② 　入札参加資格の審査結果については、開札日の翌日より４日以内にＦＡＸにて通知する。

③

内に書面で問い合わせをすることができる。

（4）

札参加資格の審査を行うものとする。

（5）

市のホームページにて公表する。

11 その他

（1）

ること。

（2） 閲覧に供する設計図書には、積算時に文字等の記入はしないこと。

（3） 本工事は、週休２日モデル工事（現場閉所型）の対象である。

12 連絡先

※　不明な点については、名取市水道事業所浄水係に照会のこと。

（名取市水道事業所浄水係　電話：０２２-３８２-２８２５）

入 札 参 加 者 は 、 名 取 市 建 設 工 事 競 争 入 札 参 加 心 得 （ 平 成 21 年 名 取 市 告 示 第 11 号 ） を 遵 守 す

入 札 参 加 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ な か っ た 者 は 、 そ の 理 由 に つ い て 審 査 結 果 通 知 後 ２ 日 以

入 札 参 加 資 格 の 審 査 の 結 果 、 落 札 候 補 者 が 入 札 参 加 資 格 を 有 し て い な い と 認 め ら れ た 場 合 に

は 、 当 該 落 札 候 補 者 の 入 札 を 無 効 と し 、 次 順 位 価 格 を 提 示 し た 者 を 新 た な 落 札 候 補 者 と し 、 入

入札参加資格の審査が終了し、入札結果が確定した場合は、その結果を名取市役所財政課及び



令 和 ８ 年 ６ 月 ２ ９ 日

第３６号

８改第１７　那智が丘ポンプ場耐震補強工事（その２）



８改第１７　那智が丘ポンプ場耐震補強工事（その２）

令 和 ８ 年 ６ 月 ２ ９ 日

第３６号





第３６号　那智が丘ポンプ場耐震補強工事（その２）




